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第 1章 本手引きの目的と位置付け 

1）目的 

本手引きは、オンライン服薬指導の導入・活用を検討している薬局、医療機関、自治体等の関係者が、安全かつ

円滑な導入を進めるための手順を示すことを目的としています。 

広島県では、医療需要の増大、医師偏在、過疎地域における交通手段の不足等により、へき地・在宅医療におけ

る医療アクセスの確保が喫緊の課題となっています。こうした課題の解決に向けて、通院に伴う患者負担の軽減及び継

続的な薬学管理の実現、訪問薬剤管理指導等に伴う薬剤師の負担軽減等におけるオンライン服薬指導の有効性を

検証するため、広島県は令和 7 年度「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」（以下、「令和 7

年度広島県実証事業」）を実施し、本手引きにオンライン服薬指導の実証を通じて得られた知見を取りまとめていま

す。 

2）手引きの構成と活用方法 

本手引きは、オンライン服薬指導の導入から実際の運用までを、段階的に理解しながら進められる構成となっており、

第 1 章～第 4 章により構成しています。 

 

章 タイトル 内容 

第 1 章 本手引きの目的と位置付け 本手引きの目的、オンライン服薬指導に関する用語等について。 

第 2 章 導入編 オンライン服薬指導を導入するまでに実施する事項について。 

第 3 章 実施編 オンライン服薬指導を実施する際の、標準的な手順について。 

第 4 章 
オンライン服薬指導関連通

知および規則 

オンライン服薬指導を実施する際に遵守すべき現在の関連通

知、ガイドラインや、今後の制度変更等について。 

 巻末資料 
オンライン服薬指導の参考事例として、令和 7 年度広島県実証

事業の概要及び当該事業において使用された資料等について。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

3）用語集 

本手引きで使用する用語を、次のとおり定義しています。 

 

基本用語 説明 

遠隔医療 情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為。 

オンライン診療 

遠隔医療のうち、医師と患者間において、情報通信機器を通して、患者の診

察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムにより

行う行為。 

オンライン服薬指導 

映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ

とが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能で

あると認められる方法として厚生労働省令で定めるもの。 

在宅患者訪問薬剤管理指導 

在宅で療養を行っている通院困難な在宅患者に対し、医師又は歯科医師の

指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定した上で患家を訪

問し、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤の服用状況・保管状況及び残

薬の確認等の薬学的管理指導を行うこと。 

3 省 2 ガイドライン 

厚生労働省が発行する「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

及び、経済産業省と総務省が発行する「医療情報を取り扱う情報システム・サ

ービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」の総称。医療情報を扱う際

はこれらに準拠したシステムを用いることが適切とされる。 

出典 

⚫ 厚生労働省「オンライン服薬指導の実施要領について（令和 4 年 9 月 30 日付薬生発 0930 第 1 号）」 

⚫ 厚生労働省「オンライン服薬指導の実施要領に係るＱ＆Ａについて」 

⚫ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成 30 年 3 月）（令和 8 年 4 月改訂）」等 
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第 2章 導入編 

本章では、オンライン服薬指導を導入する過程を、1）計画、2）準備、3）試行という 3 つの段階に分類して整理

しています。各段階の取組事項を適切に実施することで、円滑にオンライン服薬指導を導入することができます。 

 

段階 取組事項 

1）計画 

(1) 課題と目的の整理 

(2) 対象患者像の検討 

(3) 服薬指導から配薬・処方箋保管までのフローの設計 

(4) 収支の整理 

(5) 関係者との調整 

2）準備 

(1) 規制への対応 

(2) 対象患者の選定 

(3) 患者・施設職員への説明資料・同意取得資料の作成 

(4) 機器調達・通信環境の整備 

(5) 各関係者マニュアルの整備 

3）試行 
(1) 実証（デモンストレーション）の実施 

(2) 活用方針・実施体制の見直し 

 

1）計画 

オンライン服薬指導は、地域の在宅医療体制や関係者の理解を踏まえて丁寧に検討を進めることが重要です。そのた

め、まず初めに薬局・地域課題や活用目的、想定する活用場面など、協議の基礎となる計画を整理します。 

 

(1) 課題と目的の整理 

オンライン服薬指導の導入検討を進めるにあたっては、まず自薬局・自地域が抱える課題を正確に把握することが重

要です。関係者へのヒアリングや既存データの活用を通じて現状を整理し、「どの課題の改善を図るためにオンライン服薬

指導を検討するのか」を明確にしてください。 

オンライン服薬指導実施の背景となりうる代表的な課題例を以下に示します。自薬局・自地域の状況と照らし合わせ

ながら、課題整理の参考としてください。 
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図：オンライン服薬指導の導入前（左）と導入後（右）の整理 

        

 

課題 課題の詳細 導入の目的 

薬剤師の移動負担 
薬剤師が在宅患者を訪問することで移

動負担が発生する。 

薬剤師は薬局等からオンライン服薬指導を行

うことがで、移動負担軽減につながる。 

薬局における薬剤

師不在状況の発生 

在宅患者に対して服薬指導が必要な

場合、薬剤師が薬局を離れ、薬剤師

不在の状況が発生する可能性がある。 

オンライン服薬指導を行うことで薬剤師が薬局

を離れることなく処方薬を提供できる。 

患者及び家族等の

受け取り負担 

在宅患者が診療計画以外で他科受

診する場合、家族・施設スタッフが薬を

受け取る必要がある。 

緊急性を伴わない処方内容の場合はオンライ

ン服薬指導ののち郵送サービスなどを用いて受

け取ることで、患者の家族等の受け取り負担を

軽減できる可能性がある。 

整理した課題を踏まえ、オンライン服薬指導を活用することによって達成したい目的を明確にします。導入目的を設定

することで、関係者協議やこの後の準備を円滑に進められる上に、導入後に活用方針を見直し・改善する際にも実施し

やすくなります。 

(2) 対象患者像の検討 

オンライン服薬指導の導入を進めるにあたり、安全にオンラインで服薬指導が受けられる患者を候補として適切に選定

することが重要です。患者の選定に際しては、既往歴・処方薬・認知機能等への考慮に加え、患者の IT 機器への理

解度、家族・施設スタッフ等の支援の有無なども考慮することが有効です。 

調剤報酬も踏まえ、在宅患者に対する服薬指導において、特に下記のようなシーンでオンライン服薬指導の活用が想

定されます。なお、患者の状態が不安定で対面でのアセスメントが必要な場合は、対面による訪問服薬指導を前提とし

ます。 
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 在宅患者に対するオンライン服薬指導活用シーン 

1 定期薬の不足・追加処方時 

患者の定期薬が不足し追加処方が必要となった際、前回処方から

中 6 日空いていない場合など調剤報酬が算定できない状況では、

薬剤師の移動負担が少ないオンライン服薬指導が合理的な選択肢

となる。 

2 臨時処方時（急な症状への対応） 

患者の急な症状変化（発熱等）に伴う臨時処方の際、訪問服薬

指導（200 点）とオンライン服薬指導（59 点）の点数差であるも

のの、薬剤師の移動負担軽減を優先するのであれば、オンライン服

薬指導が合理的な選択肢となる。 

3 
他科処方（主治医の担当領域外の

疾患への対応） 

耳鼻科や眼科など在宅医療の主治医の担当領域外の疾患への処

方（他科処方）においては、対面による服薬指導とオンライン服薬

指導の調剤報酬差がないため、薬剤師の移動負担が少ないオンライ

ン服薬指導が合理的な選択肢となる。 

 

(3) 服薬指導から配薬・処方箋保管までのフローの設計 

オンライン服薬指導の導入を進めるにあたり、薬剤師・薬局事務員・施設職員が服薬指導から配薬・処方箋保管ま

でに具体的にどのように動くのかを整理します。本手引きでは特に薬局事務員が調剤された処方薬を持参の上、居宅、

施設などに出向いた上で、薬局に所在する薬剤師とビデオ通話で接続することで行うオンライン服薬指導の流れを想定

しております。基本的なフローは以下のとおりです。 

 

【服薬指導フローのイメージ】 
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(4) 収支の整理 

訪問診療患者に対する服薬指導については、訪問服薬指導とオンライン服薬指導で算定できる調剤報酬が異なりま

す。算定できる調剤報酬項目を整理の上、活用するシーンや頻度を検討してください。また、オンライン服薬指導を導入

する際には、各種デバイス等のイニシャルコスト、発生しうる負担金、活用可能な補助事業等を整理する必要がありま

す。 

ポイント・解決のための工夫  

対面訪問とオンラインの調剤報酬差について（令和 6年度診療報酬改定） 

シーン 2（臨時処方時）において、訪問服薬指導（200 点）とオンライン服薬指導（59 点）の点数差は約

140 点程度であるものの、薬剤師の移動負担軽減・業務効率化を優先するのであれば、オンライン服薬指導が合

理的な選択肢となりうる。 

【調剤報酬上の扱い】 

臨時処方への対応として、訪問服薬指導には「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」の「②(①・③以外)」

（200 点）が算定される一方で、オンライン服薬指導には「③在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料」（59

点）が算定される。 

 

シーン 3（他科処方時）においては、対面服薬指導とオンライン服薬指導で調剤報酬の差がないため、移動負

担の観点からオンライン服薬指導が有利となる場合がある。 

【調剤報酬上の扱い】 

薬剤師が対面による服薬指導を行う場合、「服薬管理指導料」の「①通常（②・③以外）」（再調剤 45 点、

それ以外 59 点）もしくは「②介護老人福祉施設等入所者」（45 点）の算定となる。 

オンライン服薬指導を行う場合、「服薬管理指導料」の「③情報通信機器を使用（オンライン）再調剤 45 点、

それ以外 59 点」の算定となる。 

令和 8 年度診療報酬改定の動向についても適宜確認し、最新の算定要件に基づいた対応を検討すること。 

 

(5) 関係者との調整 

オンライン服薬指導を導入するにあたり、関係者の懸念や論点を洗い出し、活用方針について共通認識を持つことを

目的として、関係者協議を実施することが重要です。前項までに整理した情報を活用方針として示します。 

 オンライン服薬指導においては、患者ご本人もしくはご家族、施設スタッフ等がビデオ通話の接続する一般的な形式

に加え、薬局事務員が患者のもとへ赴き配薬・接続補助を行うことも有効です。薬局事務員等が現地でサポートできる

範囲（残薬確認・バイタル伝達・配薬等）については、薬剤師の判断のもとで協議段階から明確化しておくことが重要

です。 
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2）準備 

本段階では、導入にあたって関係者内で合意を得られた計画に沿って、より実務的な準備を行います。 

(1) 規制への対応 ― オンライン服薬指導の実施要件 

実施要領（薬生発 0930 第１号）及び同 Q&A（令和４年９月 30 日付事務連絡）により、以下の要件を満

たすことでオンライン服薬指導を行うことが可能です。 

 

要件区分 内容 根拠 

①実施方法 

映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することが可能な方法で行うこと。 

（電話のみ・音声のみでは不可。双方向の映像・音声通信が必須。） 

実施要領 第１ 

②患者の求め 
患者の求めに応じて、その都度実施すること。 

（薬局側からの一方的な指定は不可。患者の意思が前提。） 
実施要領 第１ 

③薬剤師の 

判断・責任 

その都度、当該薬局の薬剤師の判断と責任に基づき実施させること。 

（薬局開設者は、薬剤師が判断・責任を持って行う体制を確保する義

務を負う。） 

実施要領 第２

（１） 

④服薬状況の 

把握 

初めて服薬指導を実施する患者、又は処方内容に変更があった患者に

対しては、服薬状況等を把握した上で実施すること。 

（把握方法の例：お薬手帳、他薬局からの情報提供、処方医の診療

情報、患者からの聴取等） 

実施要領 第２

（１） 

⑤患者への 

事前説明 

以下の事項を患者に対し明らかにした上で実施させること。 

（ア）オンライン服薬指導の実施可否の判断基準に係る事項 

  （対面移行となる場合がある旨を含む） 

（イ）情報の漏えい等のリスクに関する事項及び責任の所在 

実施要領 第２

（２） 

⑥患者側の 

プライバシー確保 

患者がオンライン服薬指導を受ける場所は、プライバシーが保たれるよう

配慮すること。 

（ただし、患者本人の同意がある場合はこの限りでない。） 

実施要領 第４

（７） 

⑦通信環境の 

確保 

オンライン診療指針（医政発 0330 第 46 号）に準じた情報セキュリ

ティ・プライバシー保護のための通信環境を確保すること。 

（医療情報システムに影響する可能性があるシステムを利用する場合

は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿った対策を

講じること。） 

実施要領 第４

（４） 

※ 薬局以外の場所から服薬指導を行う場合は、上記に加えて「患者同意」「調剤薬剤師との連絡体制」「薬局開

局時間帯」「薬局内に別の薬剤師が在局し調剤に従事」の要件を追加で満たす必要があります（実施要領第４

（８）、Q&A A1）。 
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(2) 対象患者の選定 

計画で作成した対象患者像に沿って患者選定を行います。薬局・医療機関との関係構築ができている方や病状が安

定している方から始めると円滑に進められます。特に施設入居者については、日常の服薬管理を施設職員が行っている

ケースが多く、施設職員との連携がスムーズに取れる環境が整っている場合、オンライン服薬指導の導入に適していま

す。 

(3) 機器調達・通信環境の整備 

オンライン服薬指導を導入するにあたり、ビデオ通話デバイス（パソコン・タブレット・スマートフォン等）、カメラ、スピーカ

ー、通信環境等の機器を揃える必要があります。また、ビデオ通話システムについては各薬局に適したものを採用しま

す。なお、医療情報をシステム上で扱う場合、システムが 3 省 2 ガイドラインに準拠していることを事前にご確認くださ

い。ここでは、オンライン診療の適切な実施に関する指針に記載されているビデオ通話システムの分類にならい、便宜的

に汎用サービス、専用システムと表現しています。 

 

 選択肢 概要 特徴 

①  汎用サービス  

医療以外にも広く使われるビデオ

通話システム（Zoom、LINE 等
1） 

・多くの薬局において日常的に使い慣れており、準備

負担が小さい 

 ・導入ハードルが低く短期間で開始しやすい 

 ・予約・会計など周辺業務は別途設計が必要  

②  専用システム  
オンライン服薬指導の提供を前提

に設計された専用システム 

・お薬手帳閲覧・問診・ビデオ通話・決済が一体化し

ているケースが多く、業務手順の標準化が容易 ・契

約費用 

・利用料が発生  

・患者側でアプリ導入やアカウント登録が必要となる

場合がある 

 

(4) 各関係者マニュアルの整備 

オンライン服薬指導を円滑に導入するために、現場における具体的な運用内容の設計を行った上で、薬剤師・薬局

事務員・施設職員等が参照しやすい形式でまとめます。全体の業務フローを示し、その後は職種ごとの手順に分けて整

理します。 

  

 
1 医療情報を Zoom、LINE 等のシステム上で扱う場合、当該システムが 3 省 2 ガイドラインに準拠している

ことを事前にご確認ください。 
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3）試行 

本段階では、1）計画と 2）準備の段階で整備した内容をもとに、実際にオンライン服薬指導を始める段階です。試

験的にオンライン服薬指導の運用を行い、取組として問題がないことを確認します。 

(1) 実証の実施 

実際の機器・通信環境を使用し、処方箋受信 → 調剤 → 薬局事務員出発 → 居宅、施設到着・配薬 → ビデオ

通話開始 → 服薬指導 → 処方箋原本保管までの流れを通しで実証します。事前にシナリオを作成しておくことが有効

です。実例については、巻末資料「1）オンライン服薬指導の実施に際して必要となる資料一覧」の「実証シナリオ」をご

参照ください。 

(2) 活用方針・実施体制の見直し 

実証の結果等を踏まえ、手順の不明瞭箇所の修正や連絡経路および判断基準の整理を行います。必要に応じて再

度実証を実施することも有効です。オンライン服薬指導の運用開始後も、患者・施設からの問い合わせ内容やトラブル

事例に基づき、活用方針・実施体制を継続的に更新します。 
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第 3章 実施編 

本章では、オンライン服薬指導の流れを 1）服薬指導前、2）服薬指導中、3）服薬指導後という 3 つの段階に分

類して整理しています。本章においても特に薬局事務員が調剤された処方薬を持参の上、居宅、施設などに出向いた

上で、薬局に所在する薬剤師とビデオ通話で接続することで行うオンライン服薬指導の流れを想定しております。 

 

段階 取組事項 

1）服薬指導前 

(1) 処方箋 FAX 受信・オンライン服薬指導可否の判断 

(2) 調剤・処方薬の準備 

(3) 施設連絡・事務員出発 

(4) 施設到着・処方薬手渡し・Zoom 接続準備 

2）服薬指導中 
(5) 服薬状況・患者情報の確認（申し送り） 

(6) 薬剤師によるオンライン服薬指導の実施 

3）服薬指導後 

(7) 処方箋原本の郵送・受領・保管 

(8) 会計（月次合算） 

(9) 交付後のフォロー 

4）検証 (10) 振り返り 

 

1）服薬指導前 

(1) 処方箋 FAX受信・オンライン服薬指導可否の判断 

医師が診察後にカルテを記載し、処方箋を FAX で薬局に送信します。薬局は処方箋 FAX を受信後、薬剤師がオ

ンライン服薬指導の可否を判断します。実施要領に基づき可否判断の際には、以下の事項を確認します。 
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内容 根拠 

服薬指導歴のない患者・処方変更のあった患者については、お薬手帳・診療情報・他

薬局からの情報・患者聴取（副作用歴等）のいずれかまたは組み合わせにより、服

薬状況を把握した上で実施すること 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第２

(1) 

注射薬・吸入薬など手技を要する薬剤については、医師による指導状況・患者の理

解度等に応じ、実施困難な事情がないか追加確認すること 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第２

(1) 

薬剤師と意思疎通が困難な患者（重度認知機能障害等）については、患者の家

族等を服薬指導の対象とすることができる 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第２

(2) 

患者がオンライン服薬指導を受ける場所は、患者の心身の状態を確認する観点からプ

ライバシーが保たれるよう配慮すること 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第４

(7) 

 

(2) 調剤・処方薬の準備 

FAX で受信した処方箋情報をもとに調剤を行います。なお、初診のオンライン診療において、麻薬・向精神薬、基礎

疾患等の情報が把握できていない患者へのハイリスク薬、基礎疾患等の情報が把握できていない患者への 8 日分以

上の処方は行えないことに注意してください。 

(3) 施設連絡・事務員出発 

オンライン服薬指導を行う旨を事前に施設へ連絡します。薬剤師が事務員と連携してオンライン服薬指導を行う場

合、薬局事務員は調剤済みの処方薬と薬剤情報提供書（薬情）を持って施設・患者宅へ出発します。 

(4) 施設到着・処方薬手渡し・接続準備 

薬局事務員は施設に到着した旨を薬局（薬剤師）へ連絡します。患者・施設職員等に処方薬および薬剤情報提

供書を手渡しした後、ビデオ通話の接続準備を行い、準備完了を薬剤師に連絡します。 

 

2）服薬指導中 

(5) 服薬状況・患者情報の確認（申し送り） 

ビデオ通話開始後、薬局事務員や施設職員から薬剤師に対して、患者の現在の症状・服薬状況・残薬状況等の申

し送りを行います。薬剤師はお薬手帳や前回処方情報等を確認しながら服薬指導の準備をします。 
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(6) 薬剤師によるオンライン服薬指導の実施 

薬剤師は薬局からビデオ通話を通じて、患者（及び施設職員）に対してオンライン服薬指導を実施します。以下の

内容を中心に説明します。 

・ 処方薬の用法・用量（1 日何回・何錠・食前/食後/食間 等） 

・ 服用期間（特に抗生物質等の飲み切り指導） 

・ 副作用に関する注意事項（下痢・眠気・皮疹等） 

・ 患者の現在の症状や疑問点への対応（施設職員を介した質疑応答） 

・ 次回来局・訪問の予定確認 

 

なお、通信方法は映像及び音声による対応が必要であり、音声のみの対応（電話のみ）は認められていません。 

また、以下のような場合には対面服薬指導への切り替えが必要となることに留意してください。 

 

内容 根拠 

薬剤師がオンライン服薬指導を適切に行うことが困難と判断した場合、対面での服薬

指導を促すことができる（※調剤応需義務〔薬剤師法第 21 条〕違反には当たらな

い） 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第２

(1) 

手技が必要な薬剤の初回処方時等、実施不可と判断した場合はオンライン服薬指

導を中止し、対面への切り替えを促す旨をあらかじめ患者に説明しておくこと（通信障

害等の場合も含む） 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第２

(2)(ア) 

オンライン服薬指導開始後、患者から対面移行の申し出があった場合に対応可能な

体制を確保すること 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第４

(8) 

 

3）服薬指導後 

(7) 処方箋原本の郵送・受領・保管 

医療機関は処方箋原本を薬局へ郵送します。薬局は処方箋原本を受領後、以前に FAX・メール等で送付された処

方箋情報とともに保管します。 

 

(8) 会計 

オンライン服薬指導及び処方薬に対する支払いについては、訪問による服薬指導時と同様に患者ごとに異なります。

薬局が用意した支払い方法の中から、患者自身に合った方法を選択していただきます。支払い方法の例としては、以下

のようなものが挙げられます。 

➢ 振込用紙等による都度払い 

➢ 定期的な訪問による服薬指導分を含め、月末まとめて支払い 

➢ オンライン服薬指導専用システム等を通じたカード払い 
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(9) 交付後のフォロー 

オンライン服薬指導を実施した際、実施要領に基づき、下記のとおり患者の薬の受け取りや服薬状況、医療機関との

連携を行ってください。 

 

内容 根拠 

薬局事務員等が直接配達する場合ではなく、配送によって薬を患者に届ける場合、

当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること（配達記録・ア

プリ確認・メール等も可） 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第４

(6) 

薬剤交付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施すること

（対面と同等） 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第３ 

上記フォローで得られた患者の服薬状況等の必要な情報を、処方した医師にフィード

バックすること 

実施要領（薬生発

0930 第 1 号）第３ 

 

4）検証 

(10) 振り返り 

オンライン服薬指導の効果検証、定着、質向上を継続的に行うために、振り返りを行います。振り返りに際しては、薬

剤師、看護師、その他スタッフ等の関係者や患者に対するアンケート等が有効です。実例については、巻末資料「1）オ

ンライン服薬指導の実施に際して必要となる資料一覧」の「オンライン服薬指導実施後アンケート（振り返りシート）」

をご参照ください。 
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第 4章 オンライン服薬指導関連通知および規則 

1）オンライン服薬指導に関する現行の指針やガイドライン等 

発行元 指針・ガイドライン等 説明 URL 

厚生労働省 

オンライン服薬指導の実

施要領について（令和 4

年 9 月 30 日付薬生発

0930 第 1 号） 

オンライン服薬指導の実施要

件・方法・安全管理・患者同

意・本人確認・処方箋の取り扱

い・記録管理など、薬局現場で

の具体的な運用ルールを定めた

実施要領です。 

https://www.mhlw.

go.jp/content/000995

230.pdf 

厚生労働省 

オンライン服薬指導の実

施要領に係るＱ＆Ａにつ

いて 

上記の実施要領に基づき、より

具体的な運用等についての質

問及び回答がまとめられたもので

す。 

https://www.mhlw.

go.jp/content/000995

231.pdf 

厚生労働省 

オンライン診療の適切な

実施に関する指針（平

成 30 年 3 月／令和 8

年 4 月改訂） 

オンライン診療を行う際の基本

的な考え方、セキュリティ要件、

患者同意・本人確認のあり方等

を定めた総合的な指針です。 

https://www.shisetsu

kijun.org/kanri/wp-

content/uploads/202

6/04/20260402_1.1.

pdf 

厚生労働省・経

済産業省・総務

省 

3 省 2 ガイドライン（医

療情報システムの安全管

理に関するガイドライン

等） 

医療情報を取り扱う際のシステ

ムセキュリティ要件を定めたガイド

ライン。オンライン服薬指導シス

テム選定の際の適合性確認が

必要。 

●厚生労働省：「医療

情報システムの安全管理に

関するガイドライン 第 6.0

版」 

https://www.mhlw.g

o.jp/stf/shingi/00005

16275_00006.html 

 

●経済産業省：「医療

情報を取り扱う情報システ

ム・サービスの提供事業者

における安全管理ガイドラ

イン」 

https://www.meti.go.

jp/policy/mono_info_

service/healthcare/tei

kyoujigyousyagl.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000995230.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000995230.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000995230.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000995231.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000995231.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000995231.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.shisetsukijun.org/kanri/wp-content/uploads/2026/04/20260402_1.1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html
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巻末資料 

広島県では、「広島県内におけるオンライン診療・服薬指導の活用拡大のために、へき地医療対策等の様々な使用

シーンに応じた実証事業を実施し、事業から得た知見を薬局・医療機関へ横展開することで、導入・活用の拡大を図

ること」を目的とし、令和 7 年度事業として「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」を実施しまし

た。本事業内では、薬局としてすずらん薬局五日市観音店および舟入店に、訪問先施設としてグループホームなでしこ

五日市様及びグループホームとまとえばにし様にご協力いただき、オンライン服薬指導についての実証を行いました。 

1）オンライン服薬指導の実施に際して必要となる資料一覧 

令和 7 年度広島県実証事業において実際に使用した資料をもとに、オンライン服薬指導を導入・実施する際に必要

となる資料を整理しました。各資料の雛形につきましては、広島県ホームページよりダウンロードいただけますので導入時

の参考としてご活用ください。 

 

資料 内容説明 

実証シナリオ 

患者の設定や薬剤師・施設職員等の想定される服薬指導の流れをまとめた資

料です。LINE 使用、風邪薬処方のケース、Zoom 使用、膀胱炎に対する処

方の 2 ケースのシナリオを作成しました。 

オンライン服薬指導実施後ア

ンケート（振り返りシート） 

オンライン服薬指導の活用方針や実施体制の見直しに繋げるため、関係者に

対して実施後アンケートを実施しました。 
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【実証シナリオ】 
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20 

【オンライン服薬指導実施後アンケート（振り返りシート）】 
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2）実証で使用した機器一覧 

 

機器 品名（型番） 個数 用途 

パソコン 
dynabook BJ65/FS

（A6BJFSS8F511） 
1 

薬局（薬剤師側）に設置し、Zoom を通じてオ

ンライン服薬指導を実施するために使用しました。 

タブレット iPad 1 

2 月 20 日試行にて、薬局事務員がグループホー

ムなでしこ五日市様へ持ち込み、Zoom によるオ

ンライン服薬指導（施設側）に使用しました（1

月 27 日試行のスマートフォンから画面の大型化

を図った改善措置）。 

スマートフォン iPhone 1 

1 月 27 日試行にて、LINE によるオンライン服薬

指導（施設側）に使用。ただし画面が小さく表

情把握が困難であったため、2 月 20 日試行では

iPad へ変更しました。 
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